
様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 行政文書開示請求一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部総務課訟務・情報公開室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

行政文書開示請求に係る事務の進捗管理（開示決定等を行

うまでの経緯の記録）、統計情報の算出及び記録 

記録項目 

１請求日、２受付日、３当初の決定期限、４延長後の決定期

限、５申請方法、６県内在住・県外在住の別、７個人・法人

の別、８請求者名、９請求内容（概要）、１０担当課名、 

１１決定日、１２特定した行政文書の名称、１３決定内容 

記録範囲 行政文書開示請求書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの開示請求、担当課からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部総務課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
情報公開及び個人情報保護に係る開示決定等に対する審査

請求の処理状況 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部総務課訟務・情報公開室 

（茨城県情報公開・個人情報保護審査会） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会が答申を行う審査請

求事案に係る対応経過の確認・記録 

記録項目 

１審査請求年月日、２審査請求人の氏名、３事案の概要、 

４諮問庁（担当課）、５諮問番号・諮問年月日、６答申番号

・答申年月日・答申内容、７裁決年月日・裁決内容、８諮問

から答申までの期間、９答申から裁決までの期間 

記録範囲 審査請求書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの審査請求及び審査庁からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部総務課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 行政不服審査会諮問受付処理簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部総務課訟務・情報公開室（茨城県行政不服審査会事

務局） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

行政不服審査会に対する諮問案件の把握のため 

記録項目 

１諮問番号、２事件名、３審査庁、４諮問日、５答申日、 

６答申番号、７答申日から裁決日までの日数、８裁決日 

９裁決答申データベースへの登録日（答申及び裁決の登録

日を別々に記載）、１０審査請求人氏名 

記録範囲 
茨城県行政不服審査会に諮問があった案件の審査請求人

（平成２８年度以降年度別に作成） 

記録情報の収集方法 審査庁から提出された諮問資料 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部総務課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県たばこ税賦課事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部税務課（各県税事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

地方税法及び県税条例の規定に基づき、県たばこ税の賦課

を行う 

記録項目 

個人番号、氏名、住所・居所、電話番号、その他（たばこの

在庫、仕入売渡し数量、品目別売渡し数量、仕入先、市町村

別売渡し数量、課税額・課税免許を受けようとする金額・納

税額又は還付金額・還付を受ける際の金融機関名及び口座

番号・地方税に関する滞納処分等の状況・事務所又は事業

所の所在地・業者としての登録年月日、営業の開始・廃止等

の年月日、廃止等の理由） 

記録範囲 県たばこ税納税義務者 

記録情報の収集方法 
納税義務者からの届出・申告・申請・報告 

担当職員が作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

①総務部税務課 

②水戸県税事務所 

③常陸太田県税事務所 

④行方県税事務所 

⑤土浦県税事務所 

⑥筑西県税事務所 

（所在地） 

①〒３１０－８５５５ 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 



②〒３１０－０８０２ 茨城県水戸市柵町１－３－１ 

③〒３１３－８６６６ 茨城県常陸太田市山下町４１１９ 

④〒３１１－３８９３ 茨城県行方市麻生１７００－６ 

⑤〒３００－００５１ 茨城県土浦市真鍋５－１７－２６ 

⑥〒３０８－８５１１ 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 鉱区税賦課事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

（一部）総務部税務課（各県税事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

地方税法及び県税条例の規定に基づき鉱区税の賦課を行

う。 

記録項目 

１個人番号、２氏名、３住所・居所、４電話番号、５その他

（納税管理人及び共同鉱業権者の住所・氏名・個人番号、納

税番号、登録年月日及び登録番号、納税義務の発生・消滅・

異動の年月日及び事由、鉱区の所在地・面積・鉱種・在続期

間・税率・税額・鉱業権の区分） 

記録範囲 鉱区税納税義務者、納税管理人、共同鉱業権者 

記録情報の収集方法 鉱区税納税義務者からの申告、担当職員により作成 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

①総務部税務課 

②水戸県税事務所 

③常陸太田県税事務所 

④行方県税事務所 

⑤土浦県税事務所 

⑥筑西県税事務所 

（所在地） 

①〒３１０－８５５５ 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

②〒３１０－０８０２ 茨城県水戸市柵町１－３－１ 

③〒３１３－８６６６ 茨城県常陸太田市山下町４１１９ 



④〒３１１－３８９３ 茨城県行方市麻生１７００－６ 

⑤〒３００－００５１ 茨城県土浦市真鍋５－１７－２６ 

⑥〒３０８－８５１１ 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
自動車税（種別割）引き抜きリスト（口座振替不能通知

書、口座振替納税証明書及び督促状用） 

行政機関等の名称 茨城県 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部税務課 徴収対策・査察室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 自動車税（種別割）の口座振替不能通知書、口座振替納税

証明書又は督促状の発送を請け負う業者へ、引き抜き（発

送除外）の依頼をするために利用する。 

記録項目 
１登録番号、２納通番号、３あて名番号、 

４送付先、５住所・所在地、６氏名・名称  

記録範囲 

 自動車税（種別割）の口座振替不能通知書、口座振替納税

証明書又は督促状の印刷後、全県での一斉発送までに収納

の状況に変更が生じ送付不要となったもの 

記録情報の収集方法  自動車税（種別割）を所管する県税事務所から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部税務課 

（所在地） 

〒３１０-８５５５ 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 陳情・要望等処理一覧表 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部知事公室報道・広聴課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

内容を記録し、陳情・要望の集計等に使用する 

記録項目 

１受付番号、２受付NO、３受付日、４要望団体名、５代表者

名、６団体個人、７要望等内容、８処理区分、９回答日、10

担当課 

記録範囲 報道・広聴課に対し陳情・要望を行った者 

記録情報の収集方法 文書、メール、FAX 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部知事公室報道・広聴課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 従事員等期末手当支給額計算表 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県自転車競技事務所管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

従事員等の期末手当支給額計算のため利用する。 

記録項目 

１従事員番号、２氏名、３月別出勤日数、４合計出勤日
数、５報酬日額、６支給額、７生年月日、８共済掛金・
厚生年金対象額、９扶養数、10 雇用保険料、11 共済掛
金、12 所得税、13 控除額計、14 差引支給額 

記録範囲 会計年度任用職員のうち総務事務センター所管外の者 

記録情報の収集方法 
本人属性に係る情報は本人より届出、その他の情報は
計算結果等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県自転車競技事務所管理課 

（所在地）取手市白山６－２－８ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 従事員等社会保険料例月計算表 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県自転車競技事務所管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

従事員等の社会保険料（共済掛金・厚生年金保険料）納
付のため利用する。 

記録項目 

１従事員番号、２職員番号、３氏名、４生年月日、５標
準報酬月額、６年齢、７共済短期掛金、８共済介護掛金、
９厚生年金保険料 

記録範囲 会計年度任用職員のうち総務事務センター所管外の者 

記録情報の収集方法 
本人属性に係る情報は本人より届出、その他の情報は
計算結果等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

― 

記録情報の経常的提供先 地方職員共済組合茨城支部、日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県自転車競技事務所管理課 

（所在地）取手市白山６－２－８ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 会計年度任用職員採用者一覧表 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県自転車競技事務所管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

職員名簿、勤務条件通知書作成のため利用する。 

記録項目 

１職名、２役職、３報酬額、４勤務日数、５任期、６現
職等（再任区分）、７勤務年数、８氏名、９年齢、10 住
所 

記録範囲 会計年度任用職員のうち総務事務センター所管外の者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県自転車競技事務所管理課 

（所在地）取手市白山６－２－８ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 会計年度任用職員給与支給額計算表（弥生会計） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県自転車競技事務所管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

給与台帳、給与支給に係る計算のために利用する。 

記録項目 

１氏名、２従事員番号、３出勤日数、４通勤日数、５年
休日数、６所定労働時間、７実働時間、８年休残日数、
９報酬額、10 時間外勤務分報酬額、11 通勤費、12 保
険料、13 住民税、14 所得税、15 住所 

記録範囲 会計年度任用職員のうち総務事務センター所管外の者 

記録情報の収集方法 
本人属性に係る情報は本人より届出、その他の情報は
計算結果等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県自転車競技事務所管理課 

（所在地）取手市白山６－２－８ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 個人番号台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県自転車競技事務所管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

雇用保険、国民年金の届出、税務署、市町村に提出する
給与支払報告書に記入するために利用する。 

記録項目 １氏名、２続柄、３性別、４生年月日、５個人番号 

記録範囲 
会計年度任用職員のうち総務事務センター所管外の者 
報酬等支給対象者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

― 

記録情報の経常的提供先 税務署、市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県自転車競技事務所管理課 

（所在地）取手市白山６－２－８ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 開発許可等台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

都市計画法の規定に基づく許可等の情報を管理するもの。 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３事業主住所・氏名、４施行面

積、５許可番号・年月日、６建築制限解除年月日、７着手年

月日、８完了年月日、９検査済番号・年月日、10公告年月日、

11用途、12該当号 13手数料 

記録範囲 
都市計画法の規定に基づく許可等の申請を行ったすべての事

業主等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱設計承認台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の規定に基づ

く設計承認等の情報を管理するもの。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３事業主住所・氏名、４施行区

域に含まれる地域の名称、５事業名、６施行面積、７設計承

認番号・年月日、８建築制限解除年月日、９検査済番号・年

月日 

記録範囲 
茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の規定に基づ

く設計承認の手続きを行った申請者等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県租税特別措置法の規定に基づく優良宅地認定等の情報

を管理するもの。 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３申請者住所・氏名、４開発所

在地、５面積（工区）、６認定番号・年月日、７手数料、８証

明申請年月日、９証明番号・年月日 

記録範囲 
茨城県租税特別措置法の規定に基づく優良宅地認定の手続き

を行った申請者等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、届出をし

た建築物の情報を管理する。 

記録項目 

１受付年月日、２届出者の住所及び氏名、３特定公共施設

の所在地、４特定公共施設の名称及び種類、５工事種別、

６指導の区分、７指導書年月日及び文章番号、８指導の主

な内容、９受理年月日 

記録範囲 
茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の届出書に記載の

届出者(H9～) 

記録情報の収集方法 届出者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県建築基準条例認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県建築基準条例に基づき認定した建築物の情報を管

理するために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者、４申請地、５申請

条項、６用途地域、７主要用途、８構造、９工事種別、10

階数、11 最高高さ、12 敷地面積、13 建築面積、14 延べ面

積、15 建築物の数、16 認定番号、17 認定年月日 

記録範囲 
茨城県建築基準条例に基づき認定申請の手続きを行った

申請者等(H20～) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 年代により記載内容が若干異なる 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 仮使用認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法に基づき、仮使用承認した建築物の情報を管理

するために利用する。 

記録項目 

１承認番号、２建築主、３建築物位置、４用途、5 構造・

階数、６延べ面積、７仮使用期間、８手数料、９受理年月

日、10 承認年月日、11 設計者(連絡者) 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく仮使用承認申請の手続きを行

った申請者等(S53～) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 仮設建築物許可台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法に基づき仮設建築物許可した建築物の情報を

管理するために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者、４申請地、５申請

条項、６用途地域、７主要用途、８構造、９工事種別、10

階数、11 最高高さ、12 敷地面積、13 建築面積、14 延べ面

積、15 建築物の数、16 許可番号、17 許可年月日、18 設計

者連絡先 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく仮設建築物許可申請の手続き

を行った申請者等(S48～) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 景観形成条例大規模行為届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

景観形成条例に基づき、届出をした建築物の情報を管理す

る。 

記録項目 

１受付年月日、２行為の種類、３届出者の住所及び氏名、

４行為地、５行為の内容、６指導の区分、７審査済・指導

通知年月日及び番号、８指導の主な内容、９受理年月日 

記録範囲 景観形成条例の届出書に記載の届出者(H8～) 

記録情報の収集方法 届出者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準法第43条ただし書許可台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法に基づき、第 43 条ただし書許可した建築物の

情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者、４申請地、５申請

条項、６用途地域、７主要用途、８構造、９工事種別、10

階数、11 最高高さ、12 敷地面積、13 建築面積、14 延べ面

積、15 建築物の数、16 許可番号、17 許可年月日 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づき、第 43 条ただし書許可の手続

きを行った申請者等(H12～) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準法第48条許可台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法に基づき、第 48 条許可した建築物の情報を管

理するために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者、４申請地、５申請

条項、６用途地域、７主要用途、８構造、９工事種別、10

階数、11 最高高さ、12 敷地面積、13 建築面積、14 延べ面

積、15 建築物の数、16 許可番号、17 許可年月日 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づき、第 48 条許可の手続きを行っ

た申請者等(S49～) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 優良住宅認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

租税特別措置法に基づき、優良住宅認定した建築物の情報

を管理するために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者、４所在地、５敷地

面積、６床面積、７構造、９戸数、10 建築費、11 認定番

号、17 民定年月日、18 手数料 

記録範囲 
租税特別措置法に基づき、優良住宅認定の手続きを行った

申請者等(S50～H6) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 定期報告台帳 (建築物) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 12 条第 8 条の規定に基づき台帳を整備し、

定期検査報告対象建築物の一覧を管理する。 

記録項目 
１整理番号（ID）、２用途、３受付日 

ほか建築基準法施行規則第 6 条の３に示す事項 

記録範囲 定期検査報告書に記載の所有者、管理者、検査者等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 定期報告台帳 (防火設備) 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 12 条第 8 条の規定に基づき台帳を整備し、

定期検査報告対象防火設備の一覧を管理する。 

記録項目 
１整理番号（ID）、２用途、３受付日 

ほか建築基準法施行規則第 6 条の３に示す事項 

記録範囲 定期検査報告書に記載の所有者、管理者、検査者等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 道路位置指定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法42条１項５号の規定に基づき指定した道路位置

指定の情報を管理するために利用する。 

記録項目 
１受付番号、２受付年月日、３処分番号、４処分年月日  

ほか建築基準法施行規則第6条の３に示す事項 

記録範囲 
建築基準法42条１項５号の規定に基づく道路位置指定の手

続きを行った申請者等 

記録情報の収集方法 申請者等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 省エネ届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

総務部県北県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

省エネ性能計画の届出（建築物省エネ法第 19 条第 1 項 

他）の一覧を管理する。 

記録項目 

１受付番号、２受付日、３評価書活用の有無、４建築主、 

５代理者、６設計者、７申請書（建築物省エネ法施行規 

則様式第 5）第 3 面に記載の内容 

記録範囲 
省エネ性能計画の届出書に記載の建築主、代理者、設計 

者 

記録情報の収集方法 建築主からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県総務部県北県民センター建築指導課 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準法許可台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法の規定に基づき許可をした建築物の情報を管理

するために利用する。 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３申請者氏名、４申請敷地、５

条文、６用途地域、７建築物用途、８構造、９工事種別、10

階数、11敷地面積、12建築面積、13延べ面積、14原動機出

力、15聴聞会、16審査会、17存続期間、18許可番号・年月日、

19設計者、20手数料 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく許可申請の手続きを行った申請

者等(S48～) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 許可の種類により記載内容が異なる 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準法認定（承認）台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法の規定に基づき認定をした建築物の情報を管理

するために利用する。 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３申請者氏名、４申請敷地、５

条文、６用途地域、７建築物用途、８構造、９工事種別、10

階数、11敷地面積、12建築面積、13延べ面積、14確認番号・

年月日、15仮使用期間、16認定番号・年月日、17設計者、18

手数料 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく認定等申請の手続きを行った申

請者等(S53～) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 認定の種類により記載内容が異なる 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 定期調査報告台帳（建築物） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第12条第8条の規定に基づく台帳で、建築物の定

期調査報告（建築基準法第12条第1項）の情報を管理するた

めに利用する。 

記録項目 

１用途、２建築物名称、３建築物所在地、４敷地面積、５延

べ面積、６建築面積、７構造、８階数、９建築確認日・番号、

10検査済証交付日・番号、11所有者名・住所・電話番号、12

管理者名・住所・電話番号、13石綿調査状況、14耐震診断有

無、15廃棄年月日・理由、16通知先名・住所、17報告日、18

防火設備報告日 

記録範囲 
建築物の定期調査報告書に記載の所有者、管理者、調査者

等（H29～） 

記録情報の収集方法 建築物の所有者等からの報告による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 定期検査報告台帳（防火設備） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第12条第8条の規定に基づく台帳で、防火設備の

定期検査報告（建築基準法第12条第3項）の情報を管理する

ために利用する。 

記録項目 

１用途、２建築物名称、３建築物所在地、４敷地面積、５延

べ面積、６建築面積、７構造、８階数、９建築確認日・番号、

10検査済証交付日・番号、11所有者名・住所・電話番号、12

管理者名・住所・電話番号、13避難安全検証法適用、14防火

設備の数、15廃棄年月日・理由、16督促時期、17報告日、18

通知先名・住所 

記録範囲 
防火設備の定期検査報告書に記載の所有者、管理者、検査

者等（H29～） 

記録情報の収集方法 建築物の所有者等からの報告による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築物省エネ法届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく

届出（建築物省エネ法第19条第1項他）の情報を管理するた

めに利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付日、３建築主、４設計者、５代理者、６

建築物及び敷地の概要（所在地、名称、用途、構造、階数、

面積）、７工事着手予定日、８工事完了予定日、９申請書第

3面に記載の内容（省エネ措置の概要）、１０審査済日、１

１定期報告対象者 

（H29～） 

１受付番号、２受付日、３評価書活用の有無、４建築主、５

代理者、６設計者、７申請書第3面に記載の内容（地名地番、

敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物のエネルギー消費性

能等）、８審査済日、９BEI代表住戸の性能等 

記録範囲 届出書に記載の建築主、代理者、設計者（H22～） 

記録情報の収集方法 建築主からの届出による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 年代により記載内容が異なる 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築物省エネ法適合性判定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく

省エネ適合性判定（建築物省エネ法第12条第1項他）の情報

を管理するために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付日、３建築主、４代理者、５設計者、６

確認申請、７計画書（建築物省エネ法施行規則様式第1）第

3、5、6面に記載の内容、８判定結果、９判定番号、10判定

結果通知日 

記録範囲 
省エネ適合性判定の計画書に記載の建築主、代理者、設計

者（H29～） 

記録情報の収集方法 建築主からの計画の提出による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特定公共施設新築等工事届出書処理台帳（ひとまち条例） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出の情報

を管理するために利用する。 

記録項目 

１受理番号及び年月日、２届出者の住所、３届出者の氏名、

４特定公共的施設の所在地、５特定公共的施設の名称、６

特定公共的施設の種類、７工事種別、８指導の有無、９指導

書年月日及び文書番号、１０指導の主な内容 

記録範囲 
届出書に記載の特定公共的施設の新築等の工事をしようと

する者（届出者）（H9～） 

記録情報の収集方法 特定公共的施設の新築等の工事をする者からの届出による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 大規模行為届出書処理台帳（景観形成条例）（紙台帳） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県景観形成条例に基づく届出の情報を管理するために

利用する。 

記録項目 

１受理番号、２受付年月日、３行為の種類、４届出者の住所

及び氏名、５行為地、６行為の内容、７指導の区分、８審査

済・指導通知年月日及び番号、９指導の主な内容、１０確認

年月日及び番号 

記録範囲 
届出書に記載の大規模行為をしようとする者（届出者）（H7

～R4） 

記録情報の収集方法 大規模行為をする者からの届出による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 大規模行為届出書処理台帳（景観形成条例）（電子台帳） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県景観形成条例に基づく届出の情報を管理するために

利用する。 

記録項目 

１整理番号、２受付日、３行為の種類、４申請人住所、５会

社名、６種類、７延べ面積、８工事種別、９高さ・構造、１

０外観・マンセル値、１１通知年月日及び指令番号、１２担

当者、１３指導内容 

記録範囲 
届出書に記載の大規模行為をしようとする者（届出者）（H24

～） 

記録情報の収集方法 大規模行為をする者からの届出による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準法位置指定道路台帳（紙台帳） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法の規定に基づき位置の指定をした道路を管理す

るために利用する。 

記録項目 
１指定番号、２指定年月日、３申請者氏名、４申請敷地、5

道路幅員、6道路延長、7県報登載日 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく位置指定道路の申請の手続きを

行った申請者等（S43～R2） 

記録情報の収集方法 道路の位置の指定を受ける者からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準法位置指定道路台帳（電子台帳） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法の規定に基づき位置の指定をした道路を管理す

るために利用する。 

記録項目 

１受付日、２申請者氏名、３代理者氏名、４図面作成者氏

名、５地名地番、６道路幅員、７道路延長、８道路の表示方

法、９申請理由、１０現地調査日等、１１指令番号、１２指

令年月日、１３県報登載日 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく位置指定道路の申請の手続きを

行った申請者等（H28～） 

記録情報の収集方法 道路の位置の指定を受ける者からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建設リサイクル法の規定に基づく建築物の解体等届出を行

った建築物の情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３発注者氏名等、４工事種別、

５廃棄物発生量、６施行者氏名等、７工事着手日、８工事完

了日 

記録範囲 
解体等の届出書に記載された発注者、元請業者及び当該業

者の主任技術者（H25～） 

記録情報の収集方法 建築物の解体等を行う者からの届出による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 開発指導要綱台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に基づく設

計承認申請をした事業の情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１受付年月日、２現地調査日、３申請者氏名等、４代理者氏

名等、５開発区域の所在地、６開発事業の名称、７用途、８

開発区域の面積、９工事施工者氏名等、10工事着手予定日、

11工事完了予定日、12センター長名、13設計承認日、14指令

番号 

記録範囲 
開発指導要綱の規定に基づく設計承認申請の手続きを行っ

た申請者等（H25～R4） 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行県民センター建築指導課 

（所在地）〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367番3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 児童扶養手当受給者一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県南県民センター 県民福祉課 地域福祉室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

児童扶養手当支給事務に利用する 

記録項目 

１証書番号、２受給資格者氏名、３生年月日、４住所、５電

話番号、６金融機関、７5年満了日、８一部支給上限額、９

請求年月日、１０認定年月日、１１支給開始日、１２認定当

所支給開始年月、１３転入元、１４転入年月日、１５転出

先、１６転出、１７転出（喪失）年月日、１８喪失事由、１

９手当月額、２０支給対象児童、２１所得状況、２２支給状

況、２３公的年金給付等受給届 

記録範囲 児童扶養手当認定請求等を行った者 

記録情報の収集方法 本人からの届出、日本年金機構への照会 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県南県民センター 

     県民福祉課 地域福祉室 

（所在地）〒３００－００５１ 

     茨城県土浦市真鍋５丁目１７番２６号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 □ 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

法第60条第２項第２号 

備   考 ― 

 

  



式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 母子・父子等福祉資金貸付者一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県南県民センター 県民福祉課 地域福祉室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

母子貸付、償還事務のため利用する 

記録項目 

１貸付番号、２資金種類、３貸付決定日、４借受人、５修学

者、６保証人、７納人、８金融機関、９貸付期間、１０貸付

総額、１１貸付月額 

記録範囲 母子・父子等福祉資金貸付を行った者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県南県民センター 

     県民福祉課 地域福祉室 

（所在地）〒３００－００５１ 

     茨城県土浦市真鍋５丁目１７番２６号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特別障害者手当等の受給者台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県南県民センター 県民福祉課 地域福祉室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

特別障害者手当等の支給事務のため利用する 

記録項目 

１整理番号、２受給者氏名、３生年月日、４住所、６金融機

関、７障害名、８障害の程度、９手当額、１０所得状況、１

１認定期間、１２扶養義務者等氏名 

記録範囲 障害者手当請求等を行った者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県南県民センター 

     県民福祉課 地域福祉室 

（所在地）〒３００－００５１ 

     茨城県土浦市真鍋５丁目１７番２６号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□ 

法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 仮使用承認台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法に基づき、仮使用承認した建築物の情報を管理

するために利用する。 

記録項目 

１承認番号、２建築主、３建築物位置、４用途、５構造・

階数、６延べ面積、７仮使用期間、８手数料、９受理年月

日、10 承認年月日、11 設計者(連絡者) 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく仮使用承認申請の手続きを行

った申請者等(H11 から H26 まで) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準法等認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法等の規定に基づき認定する建築物の情報を管

理するために利用する。 

記録項目 

１確認番号、２建築主、３建築物位置、４用途地域、５用

途、６工事種別、７敷地面積、８延べ面積、９構造・階数、

10 対象条文 

記録範囲 
建築基準法等の規定に基づく認定申請等の手続きを行っ

た申請者等(H22 以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋 5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 認定の種類により記載内容が若干異なる 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の規定に基づく届

出があった建築物等の情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１受理年月日、２届出者の住所及び氏名、３特定公共的施

設の所在地、４特定公共的施設の名称及び種類、５工事種

別、６指導の区分、７指導書年月日及び文書番号、８指導

の主な内容 

記録範囲 
茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の規定に基づく届

出を行った届出者等(H9 以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋 5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県景観形成条例大規模行為届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県景観形成条例の規定に基づく届出があった建築物

等の情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１受理番号、２受付年月日、３行為の種類、４届出者の住

所及び氏名、５行為地、６行為の内容、７指導の区分、８

審査済・指導通知年月日及び番号、９指導の主な内容 

記録範囲 
茨城県景観形成条例の規定に基づく届出を行った届出者

等(H8 以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋 5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 定期報告台帳（建築物） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法に基づき、定期報告書の提出があった建築物の

情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１用途、２建築物名称、３建築物所在地、４敷地面積、５

延べ面積、６建築面積、７構造種別、８地上階数、９地下

階数、10 建築確認日（当初）、11 建築確認番号（当初）、

12 検査済証交付日（最新）、13 検査済証番号（最新）、

14 全面打診実施年度、15 次回全面打診予定年度、16 所有

者名、17 所有者郵便番号、18 所有者住所、19 所有者担当

部局、20 所有者電話番号、21 管理者名、22 管理者郵便番

号、23 管理者住所、24 管理者担当部局、25 管理者電話番

号、26 石綿の調査状況（材料の有無）、27 措置予定の有

無、28 耐震診断の有無、29 耐震改修の有無 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく定期報告書の提出を行った管

理者等(H31 以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 



条例個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ■無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 定期報告台帳（防火設備） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法に基づき、定期報告書の提出があった建築物の

情報を管理するために利用する。 

記録項目 

１用途、２建築物名称、３建築物所在地、4 敷地面積、5 延

べ面積、6 建築面積、7 構造種別、8 地上階数、9 地下階

数、10 建築確認日、11 建築確認番号、12 検査済証交付日、

13 検査済証番号、14 所有者名、15 所有者郵便番号、16 所

有者住所、17 所有者担当部局、18 所有者電話番号、19 管

理者名、20 管理者郵便番号、21 管理者住所、22 管理者担

当部局、23 管理者電話番号、24 避難安全検証法の適用、

25 その他（階避難の階数等）、26 防火扉（枚）、27 防火

シャッター（枚）、28 耐火クロススクリーン（枚）、29 ド

レンチャー（台） 

記録範囲 
建築基準法の規定に基づく定期報告書の提出を行った申

請者等(H28 以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 



条例個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ■無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築物省エネ法台帳（適合性判定） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築物省エネ法に基づき、適合性判定の提出があった建築

物の情報を管理するために利用する。 

記録項目 
１建築主氏名、２判定結果、３判定番号、４判定結果通知

日のほか、別記様式第 1 号による申請書に記載の事項 

記録範囲 
建築物省エネ法の規定に基づく適合性判定の提出を行っ

た申請者等(H29 以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ■無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築物省エネ法台帳（届出） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築物省エネ法に基づき、届出書の提出があった建築物の

情報を管理するために利用する。 

記録項目 
１建築主氏名、２適合状況のほか、別記様式第 22 号によ

る申請書に記載の事項 

記録範囲 
建築物省エネ法の規定に基づく届出書の提出を行った申

請者等(H29 以降) 

記録情報の収集方法 本人等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ■無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 土地開発指導要綱台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に基づく土

地開発事業の承認等に関する事務を行う 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者氏名・住所、４施工場

所、５事業名、６施工面積、７承認番号・承認年月日、８建

築制限解除年月日、９検査済番号・検査済年月日 

記録範囲 
茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に基づく承

認等の申請を行った者（S48以降） 

記録情報の収集方法 知事部局に対する行政文書の開示請求 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 優良宅地認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

租税特別措置法の基づく優良宅地の認定等に関する事務を

行う 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者氏名・住所、４申請場

所、５面積・区画数、６認定番号・認定年月日、７手数料、

８証明申請年月日、９認定番号・年月日 

記録範囲 
租税特別措置法に基づく優良宅地の認定の申請を行った者

（S49以降） 

記録情報の収集方法 知事部局に対する行政文書の開示請求 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 首都近郊緑地保全行為の届出台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

首都近郊緑地保全法に基づく工事の届出の受理等に関する

事務を行う 

記録項目 
１受付番号、２受付年月日、３申請者氏名・住所、４申請

地、５行為の内容、６敷地面積・高さ 

記録範囲 
首都圏近郊緑地保全法に基づく行為の届出を行った者（R3

以降） 

記録情報の収集方法 知事部局に対する行政文書の開示請求 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 宅地造成事業認可台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

旧宅地造成等規制法に基づく宅地造成事業の認可に関する

事務を行う 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３申請者氏名・住所、４申請

地、５施工面積、６認可番号・認可年月日、７工事着手日、

８完了年月日、９検査済番号・検査済年月日、１０公告年月

日、１１手数料 

記録範囲 
旧宅地造成等規則法に基づく宅地造成事業の認可の申請を

行った者（S41からS48まで） 

記録情報の収集方法 知事部局に対する行政文書の開示請求 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南県民センター建築指導課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 障害児福祉手当・特別障害者手当等受給者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター地域福祉室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

障害児福祉手当・特別障害者手当等の支給のために利用す

る。 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6口座情報、

7扶養義務者、8収入状況、9障害の有無、10年金情報 

記録範囲 

障害児福祉手当・特別障害者手当等認定請求書を提出した

もの（申請以降）、管轄外市町村から転入し、住所変更届を

提出したもの（転入以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申請、関係機関から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 「含まない」 

記録情報の経常的提供先   ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西県民センター 

（所在地）〒308-8510 筑西市二木成615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ―  

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 生活保護受給者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター地域福祉室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生活保護申請者の保護決定及び生活保護受給者の訪問記録

を管理するため利用する。 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5携帯電話番号、6口座情

報、7扶養義務者、8収入状況、9障害の有無、10介護保険料、

11家賃、12年金額、 

記録範囲 生活保護申請書を提出したもの（申請以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申請、当所による各自治体への照会 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 「含む」 

記録情報の経常的提供先   ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西県民センター 

（所在地）〒308-8510 筑西市二木成615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ―  

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築物省エネ法届出書受付台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基

づく届出を行った建築物又は敷地を特定するため。 

記録項目 
1 受付日、２建築主（会社名、氏名、建築物所在地）、

3 受理日 

記録範囲 
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基

づく届出者（H22～） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 耐震改修促進法認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

耐震改修の促進に関する法律に基づき認定を受けた建

築物又は敷地の特定のため。 

記録項目 

1 受付年月日、2 申請者氏名、3 申請敷地、4 建築物用

途、5 建築物の構造、6 工事種別、7 階数、8 敷地面積

（申請、既存、合計）、9 建築面積（申請、既存、合計）、

10 延べ面積（申請、既存、合計）、11 認定番号、12 認

定年月日 

記録範囲 
耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請者（H15

～） 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 優良住宅認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

租税特別措置法に基づき優良住宅として認定する建築

物又はその敷地の特定のため。 

記録項目 

1 申請者、2 所在地、3 名称、4 敷地面積、5 床面積、6

建築物の構造、7 戸数、8 建築費、9 手数料、10 受付年

月日、11 認定年月日 

記録範囲 租税特別措置法に基づく優良住宅認定申請者（H7～） 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築基準条例認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県建築基準条例の規定に基づき認定する建築物又

はその敷地の特定のため。 

記録項目 

1 建築主、2 建築物位置、3 用途、4 建築物の構造、5 階

数、6 延べ面積（申請面積）、7 受付年月日、8 認定年

月日、9 認定番号、10 設計者連絡者、11 該当条文 

記録範囲 
茨城県建築基準条例の規定に基づく認定申請者（H18

～） 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築認定台帳（建築基準法第 43 条） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 43条に掲げる認定を受けた建築物又はそ

の敷地の特定のため。 

記録項目 

1 建築主、2 建築物位置、3 建築物用途、4 建築物の構

造、5 建築物の階数、6 敷地面積（申請、既存、合計）、

7 建築面積（申請、既存、合計）、8 延べ面積（申請、

既存、合計）、9 申請建築物の数、10 道路の種類、11 幅

員、12 認定番号、13 認定年月日 

記録範囲 
建築基準法第 43 条に掲げる認定の申請者（平成 13 年

以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築許可台帳（建築基準法第 43 条） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 43条に掲げる許可を受けた建築物又はそ

の敷地の特定のため。 

記録項目 

1 受付年月日、2 申請者氏名、3 申請地名地番、4 申請条

項、5 用途地域、6 主要用途、7 建築物の構造、8 工事種

別、9 建築物の階数、10 最高高さ、11 延べ面積（申請

面積）、12 手数料、8 受理年月日、9 許可年月日、10 設

計者連絡者 

記録範囲 
建築基準法第 43条に掲げる許可を申請者等（平成 13年

以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築許可台帳（建築基準法第 48 条） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 48条に掲げる許可を受けた建築物又はそ

の敷地の特定のため。 

記録項目 

1 申請者氏名、2 申請敷地、3 条文、4 用途地域、5 建築

物用途、6 構造、7 工事種別、6 建築物の階数、6 敷地面

積（申請、既存、合計）、7 建築面積（申請、既存、合

計）、8 延べ面積（申請、既存、合計）、9 原動機出力

（申請、既存、合計）、10 聴聞会、11 審査会、12 許可

番号、13 許可年月日 

記録範囲 建築基準法第 48 条に掲げる許可を申請した者（H7～） 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築許可台帳（建築基準法第 85 条） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 85条に掲げる許可を受けた建築物又はそ

の敷地の特定のため。 

記録項目 

1 受付年月日、2 申請者氏名、3 申請敷地、4 条文、5 用

途地域、6 建築物用途、7 構造、8 工事種別、9 建築物の

階数、10 敷地面積（申請、既存、合計）、11 建築面積

（申請、既存、合計）、12 延べ面積（申請、既存、合

計）、13 仮設建築物の使用期間、14 許可番号、15 許可

年月日 

記録範囲 建築基準法第 85 条に掲げる許可を申請した者（S60～） 

記録情報の収集方法 本人等からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 仮使用認定台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 7 条の 6 に掲げる認定を受けた建築物又

はその敷地の特定のため。 

記録項目 

1 建築主の氏名、2 建築物位置、3 建築物用途、4 建築物

の構造、5 建築物の階数、6 延べ面積（仮使用面積）、

7 確認番号、8 確認年月日、9 仮使用期間、10 手数料、

11 受理年月日、12 承認年月日、13 設計者 

記録範囲 
建築基準法第 7 条の 6 に掲げる仮使用認定を申請した

者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建築物定期報告台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 12条第 1 項に基づく特定建築物の管理の

ため。 

記録項目 

1 建築物 ID、2 用途区分、3 用途、4 建築物名称、5 建築

物所在地、6 敷地面積、7 延べ面積、8 建築面積、9 構造

種別、10 地上階数、11 地下階数、12 建築確認日（当

初）、13 建築確認番号（当初）、14 検査済証交付日（最

新）、15 検査済証番号（最新）、16 全面打診実施年度、

17 次回全面打診予定年度、18 通知先の別、19 複数所有

者の有無、20 所有者名、21 所有者郵便番号、22 所有者

住所、23 所有者担当部局、24 所有者電話番号、25 管理

者名、26 管理者郵便番号、27 管理者住所、28 管理者担

当部局、29 管理者電話番号、30 郵送先宛名、31 郵送先

郵便番号、32 郵送先住所、33 郵送先担当部局、34 郵送

先電話番号、35 郵送先担当部局、36 郵送先電話番号、

37 耐震診断の有無、38 耐震改修の有無 

記録範囲 法第 12 条第 1 項に基づく特定建築物（H18～） 

記録情報の収集方法 建築確認申請台帳による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 □法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 防火設備定期報告台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

建築基準法第 12条第 3 項に基づく特定防火設備の管理

のため。 

記録項目 

1 防火設備 ID、2 用途区分、3 用途、4 建築物名称、5 建

築物フリガナ、6 建築物所在地、7 敷地面積、8 延べ面

積、9 建築面積、10 構造種別、11 地上階数、12 地下階

数、13 建築確認日（直近）、14 建築確認番号（直近）、

15 検査済証交付日、16 検査済証番号、17 通知先の別、

18 同一所有者の有無、19 所有者名、20 フリガナ、21 所

有者郵便番号、22 所有者住所、23 所有者担当部局、24

所有者電話番号、25 管理者名、26 フリガナ、27 管理者

郵便番号、28 管理者住所、29 管理者担当部局、30 管理

者電話番号、31 避難安全検証法の適用、32 その他（階

避難の階数等）、33 防火扉（枚）、34 防火シャッター

（枚）、35 耐火クロススクリーン（枚） 、36 ドレン

チャー（台）、37 通知先名、38 通知先郵便番号、39 通

知先住所、40 通知先担当部局 

記録範囲 法第 12 条第 3 項に基づく特定防火設備（H30～） 

記録情報の収集方法 建築確認申請台帳による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 



〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 

  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特定公共的施設新築等工事届出書受理処理台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例届出（ひとまち条

例第18条第1項、2項）の一覧を管理する。 

記録項目 

1 受理年月日、2 届出者の住所及び氏名、３特定公共的

施設の所在地、４特定公共的施設の名称及び種類、５工

事種別、６指導の区分、７指導書年月日及び文書番号、

８指導の主な内容 

記録範囲 
茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の届出書に記載の

届出者（平成9年以降） 

記録情報の収集方法 届出者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 大規模行為届出処理台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県景観形成条例大規模行為届出（景観形成条例第10

条第1項、2項）の一覧を管理する。 

記録項目 

１受付年月日（届出年月日）、２行為の種類、３届出者

の住所及び氏名、４行為地、５行為の内容、６審査済・

指導通知年月日及び番号、７指導の有・無、８指導の主

な内容 

記録範囲 
茨城県景観形成条例大規模行為届出書に記載の届出者

（平成8年以降） 

記録情報の収集方法 届出者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱設計承認台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の規定に基づ

く設計承認等の情報を管理する。 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３事業主住所・氏名、４施行区

域に含まれる地域の名称、５事業名、６施行面積、７設計承

認番号・年月日、８建築制限解除年月日、９検査済番号・年

月日 

記録範囲 
茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の規定に基づ

く設計承認の手続きを行った申請者等 

記録情報の収集方法 本人等からの申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 近郊緑地保全区域内行為届受付台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県西県民センター建築指導課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

首都圏近郊緑地保全区域内行為届出の一覧を管理

する。 

記録項目 1 番号、2 受付日、3 受理日、4 届出者、5 行為地名 

記録範囲 
首都圏近郊緑地保全 区域内行為届出書に記載の届

出者（平成 11 年以降） 

記録情報の収集方法 届出者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

茨城県県西県民センター建築指導課 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 市町村職員研修講師ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県自治研修所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

当該講師に係る基礎情報の整理等のために使用する 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号、６職業

・職歴、７現職・役職 

記録範囲 市町村職員研修講師 

記録情報の収集方法 講師本人が所定様式に記入し提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県自治研修所 

（所在地）〒310-0802 茨城県水戸市柵町１－３－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 


